
尾張北部医療圏 

 

- 341 - 

(4) 糖尿病対策 

≪現 状≫ 

○ 糖尿病の治療中の者の割合は、県より高い市町が複数あり、県と同様に増加傾向にあります。

（表 12-5-11）また、糖尿病の治療を受けている者のうち、血糖コントロールが不良と思われる

者の割合は男性において、県より高い市町が多い状況となっています。（表 12-5-12） 

表 12-5-11 特定健康診査受診者のうち高血糖服薬者（令和２(2020)年度） 

区分 春日井市 犬山市 江南市 小牧市 岩倉市 大口町 扶桑町 尾張北部 愛知県 

男性(人) 1,676  498  739  1,071  221  177  292  4,674  52,808  

割合(％) 8.4  9.1  9.8  9.1  7.7  8.5  11.2  8.9  9.0  

女性(人) 653  287  400  567  97  108  162  2,274  23,784  

割合(％) 3.9  5.3  5.3  5.3  4.0  5.9  6.3  4.8  4.7  

資料：令和５(2023)年３月 特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価より 

表 12-5-12 特定健康診査受診者の高血糖治療中の者のうち HbA1c8.0 以上の者（令和２(2020)年度） 

区分 春日井市 犬山市 江南市 小牧市 岩倉市 大口町 扶桑町 尾張北部 愛知県 

男性(人) 215 45 89 125 32 19 27 552 6,099 

割合(%) 16.7  11.5  14.9  13.9  19.4  12.8  12.1  14.9  14.4  

女性(人) 57 18 55 59 4 9 11 213 2,426 

割合(%) 9.8  6.9  14.9  11.0  4.9  8.7  7.1  10.2  11.3  

資料：令和５(2023)年３月 特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価より 

○ 糖尿病の大部分を占める２型糖尿病は、肥満や食生活、運動、ストレス等の生活習慣が発症

に密接に関連しています。糖尿病につながりやすいメタボリックシンドロームの該当者及び予

備群の割合は県とほぼ変わりませんが、増加傾向です。（令和５(2023)年３月特定健診・特定

保健指導情報データを活用した分析評価）また、早期にリスクを発見できる特定健康診査の実

施率は県より少し高い状況です。（令和３(2021)年度国保法定報告） 

○ 糖尿病は食事療法、運動療法、薬物療法など、長期にわたる自己管理が必要であり、糖尿病

患者教育を実施する医療機関は 92 施設、インスリン療法を実施する医療機関は 111 施設ありま

す。糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導を行う医療機関は 84 施設あります。（令

和５(2023)年 11 月１日現在） 

○ 糖尿病の疑いがある状態のまま放置することや、治療を中断することは、糖尿病性腎症や神経

障害、網膜症などの重症な合併症につながりやすいため、重症化リスクの高い方に対し、適切な

受診勧奨、保健指導等を行う糖尿病性腎症重症化予防事業を、全市町で実施しています。 

○ 合併症である歯周病をコントロールすることで、糖尿病のコントロール状態も改善する可能

性が示唆されています。医科診療所、歯科診療所、薬局が連携し、糖尿病連携手帳等を活用し

て、糖尿病及び歯周病の重症化予防を目指した取組がされています。 
○ 各市町ではデータヘルス計画等を策定しており、特定健康診査による糖尿病の早期発見や適切

な生活習慣の普及啓発等の取組を実施しています。 
≪課 題≫ 

○ 血糖コントロールが不良と思われる男性の割合が若干高いため、治療を中断している方がい

る可能性があります。中断すると重症化リスクが高まるため、多機関・多職種で連携して支援

する必要があります。 
○ 患者が増加傾向にあるため、住民が生活習慣病予防につながる行動をとることができるよ

う、特定健康診査の実施率向上等、予防のための取組を推進する必要があります。 
≪今後の方策≫ 

○ 患者が適切な生活習慣及び治療を継続できるよう、糖尿病初期教育、治療中断者への対応、

歯周病を含む合併症治療等の各段階に合わせた効果的な糖尿病医療の提供に向け、病診連携、

医歯薬連携を推進します。 

○ 特定健康診査実施率向上に向けた取組など、発症予防・重症化予防の取組を行う市町村及び

保険者等の協力連携体制の構築を推進します。また、若年からの正しい生活習慣のあり方の教

育など、学校保健や産業保健と連携した予防対策を推進します。 
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(5) 精神保健医療対策 

≪現 状≫ 

〇 障害保健福祉圏域や市町ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療

機関、相談支援事業所、市町、保健所等が連携し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築に向けた取組を進めています。 

また、当医療圏を所管する２保健所、精神科医療機関、基幹相談支援センター、相談支援事業

所、地域アドバイザー、市町から構成される「地域移行支援コア機関チーム」が中心となり、精

神科病院からの地域移行の推進や、精神障害者の地域生活支援のための体制のあり方を検討し、

具体的整備に取り組んでいます。 

○ 地域で生活する精神障害者を支える精神科在宅患者訪問看護・指導を提供する病院は人口10万

対0.27か所（実数２か所）、診療所数は人口10万対0.27か所（実数２か所）で、県平均（病院0.

33か所、診療所0.38か所）に比べて低くなっています（令和２(2020)年医療施設調査）。また、

退院後の療養上の必要な説明及び指導を文書で行う精神科退院時共同指導料の届出のある医療

機関は、４か所(施設基準の届出受理状況(令和５(2023)年11月１日現在))となっています。 

なお、精神科訪問看護を実施する訪問看護ステーション(指定自立支援医療機関)は、令和５ 

(2023)年10月１日現在、当医療圏に48か所あります。 

表12-5-13 精神障害者把握状況                       （単位：人） 

傷病分類 
令和４(2022)年末 

尾張北部 春日井保健所※ 江南保健所※ 

アルツハイマー病型認知症 781 584 197 

血管性認知症 51 32 19 

上記以外の症状性を含む気質性精神障害 494 307 187 

アルコール使用による精神及び行動の障害 133 89 44 

覚せい剤による精神及び行動の障害 21 14 7 

アルコール、覚せい剤を除く精神作用物質使用による精神及び行動の障害  22 16 6 

統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害 3,022 1,776 1,246 

気分（感情）障害 7,427 4,730 2,697 

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害  1,730 929 801 

生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 59 37 22 

成人のパーソナリティ及び行動の障害 82 43 39 

精神遅滞 85 61 24 

心理的発達の障害 1,487 989 498 

小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害  740 470 270 

てんかん 871 529 342 

その他 0 0 0 

不明 461 246 215 

合計 17,466 10,852 6,614 

資料：自立支援医療(精神通院)受給者・精神保健福祉手帳所持者状況（精神保健福祉センター調べ） 

※ 春日井保健所：春日井市、小牧市  江南保健所：犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町 

≪課 題≫ 

○ 精神障害者の安定した地域生活のためには、保健・医療・福祉・介護・就労・教育・自助団体

等の関係機関による支援が重要であり、関係機関の連携を一層強化する必要があります。 

○ 精神科医療及び福祉サービス等に対するニーズに応じて、支援の充実を図る必要があります。 

≪今後の方策≫ 

○ 精神障害の程度にかかわらず地域で安心して生活していくために、保健・医療・福祉・介護・

就労・教育・自助団体等の関係機関による協議の場において、関係者が地域の課題を共有し、地

域の実情に合わせた地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を更に進めていきます。 

○ 協議の場を通じて、医療（歯科を含む）・福祉・介護サービスの提供体制や、精神障害者の地

域移行支援について検討を進めていきます。 
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(6) 救急医療対策 

≪現 状≫ 

◯ 医科の平日夜間及び休日における、傷病の初期治療を担い、入院又は緊急手術を要する患者を

第２次救急病院へ選別する機能を有する第１次救急医療体制は、在宅当番医制及び休日急病診療

所で対応しています。（表12-5-14） 

○ 第２次救急及び第２次救急医療体制では対応できない頭部損傷や広範囲熱傷を担う第３次救

急は表12-5-7のとおり指定されています。また、休日急病診療所や在宅当番医以外の診療所にお

いて、時間外診療により第１次救急を補っていますが、当医療圏は、平成29(2017)年レセプト情

報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）によると、１施設当たりの年間総算定回数が県平均

を上回っています。 

◯ 歯科の休日における救急医療体制については、春日井市、江南市、小牧市は休日急病診療所で、

犬山市、岩倉市、扶桑町は在宅当番医制で対応しています。（表12-5-14） 

表12-5-14 第１次救急医療体制（令和５(2023)年４月１日時点） 

地域 
医科 歯科 

夜間（平日/休日※1） 休日昼間 夜間（平日/休日） 休日昼間 

春日井市 

平日：21:00～23:30 

休日：18:00～21:00 

春日井市休日・平日夜

間急病診療所(※2) 

9:00～12:00 13:00～17:00 

春日井市休日・平日夜間急病

診療所(※2) 
無 

9:00～12:00 

春日井市休日・平日夜間急病診療

所(※2) 

犬 山 市 無 
9:00～12:00 13:30～17:30 

犬山市休日急病診療所(※3) 
無 

9:30～11:30 

在宅当番医制(※4) 

江 南 市 無 
9:00～12:00 14:00～19:00 

江南市休日急病診療所(※3) 
無 

9:00～12:00 

江南市休日急病診療所(※5) 

小 牧 市 無 
9:00～12:00 13:00～17:00 

小牧市休日急病診療所(※3) 
無 

9:00～12:00 

小牧市休日急病診療所(※3) 

岩 倉 市 無 
9:00～12:00 13:00～17:00 

岩倉市休日急病診療所(※3) 
無 

年末年始の 9:00～12:00 

在宅当番医制(※6) 

大 口 町 無 
9:00～12:00 14:00～17:00 

在宅当番医制(※7) 
無 無 

扶 桑 町 無 
9:00～12:00 14:00～17:00 

在宅当番医制(※7) 
無 

9:30～11:30 

在宅当番医制(※4) 

資料：保健所調べ ※1 休日夜間に土曜日も含む。※2 年末年始（12月30日から1月3日）を含む。※3 年末年

始(12月31日から1月3日)を含む。※4 4月29日、5月3日から5月5日は9:30～12:00。12月30日から1月3日は9:

00～12:00。※5 年末年始(12月31日から1月3日)は9:00～12:00及び14:00～17:00。※6 年末年始の12月31

日から1月3日のみ診療。ただし、1月4日が日曜日の場合は4日まで診療。※7 年末年始(12月29日から1月3

日)を含む。 

◯ 救急車による収容所要時間は、30分未満が60.2％を占めており、県平均の40.8％と比較すると

短い時間で医療機関へ収容できています。（表12-5-15） 

表12-5-15 収容所要時間別搬送人員 

地域 10分以上20分未満 20分以上30分未満 30分以上60分未満 60分以上120分未満 総件数 

尾張北部 6.1％ 54.1％ 38.7％ 1.0％ 29,682 

愛知県 3.5％ 37.3％ 56.4％ 2.7％ 306,662 

資料：愛知県消防年報「令和４年度」 

≪課 題≫ 

◯ 医科における夜間の応需体制の充実を図る必要があるとともに、歯科における医療圏全域での

休日急病診療所の対応及び夜間救急医療体制について検討する必要があります。 

◯ 今診てもらえる病院・診療所が検索できる「愛知県救急医療情報システム」や、電話で案内が

受けられる「愛知県救急医療情報センター」について、より一層の周知を図る必要があります。 

≪今後の方策≫ 

◯ 初期救急を地域で不足する医療として引き続き公表し、医科における夜間の応需体制の充実を

進めるとともに、歯科における医療圏全域での休日急病診療所の診療体制及び夜間救急医療体制

について検討します。 

◯ 「愛知県救急医療情報システム」及び「愛知県救急医療情報センター」について、より一層の

周知を図ります。 
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(7) 災害医療対策 

≪現 状≫ 

○ 圏域内で震度６弱以上の地震が発生した場合、若しくは災害が発生して２次医療圏として医療

に関する調整が必要となった場合に、尾張北部医療圏医療救護活動計画に基づき、春日井保健所

に「尾張北部保健医療調整会議」を設置し、春日井保健所は春日井市と小牧市の、江南保健所は

犬山市、江南市、岩倉市、大口町及び扶桑町の関係機関から被災状況や必要な医療ニーズなどの

情報を収集することとなっています。 

また、災害時に重症患者の受入れ・治療をする災害拠点病院を表12-5-16のとおり指定すると

ともに、災害拠点病院から災害医療に精通している医師を地域災害医療コーディネーターとして

任命し、有事の際には収集した情報を基に、尾張北部保健医療調整会議において、圏域外から派

遣された医療救護班などの医療資源の配分調整等を担っていただくこととなっています。 

 

 表12-5-16 災害拠点病院 

所在地 病院名 種類 指定年月日 

春日井市 春日井市民病院 中核 
地域：平成22(2010)年３月31日 

中核：平成27(2015)年10月１日 

江南市 厚生連江南厚生病院 中核 
地域：平成20(2008)年５月１日 

中核：平成27(2015)年10月１日 

小牧市 小牧市民病院 中核 
地域：平成８(1996)年11月26日 

中核：平成19(2007)年３月31日 

 

○ 災害発生時には、市町は地区医師会、地区歯科医師会及び地区薬剤師会との協定により、医療

救護班を編成し、市町が指定した医療救護所等にて初期治療、トリアージなどを実施します。 

  また、必要な医薬品の調達は、市町が備蓄に努めるとともに、地区薬剤師会との協定により薬

局の物資を調達することで対応することとしています。 

  なお、被災市町のみによっては十分な救護等の応急措置ができない場合に備え、尾張北部医療

圏内の市町で相互に職員を派遣するとともに、必要な物資の提供をする相互協定を締結していま

す。２次医療圏内の医療資源調整のみでは対応が困難な場合は、尾張北部保健医療調整会議から

県保健医療調整本部へ必要な要請を行うことで、広域手配をする手はずとなっています。 

○ 大規模災害時に、重症患者を県外の災害拠点病院へ搬送するための航空搬送拠点であって、患

者の症状の安定化を図り、搬送を実施するための救護所であるＳＣＵ（広域搬送拠点臨時医療施

設）が県営名古屋空港内に設置されるため、設営訓練が年１回実施されています。 

 

≪課 題≫ 

○ 体制強化を図るため、引き続き尾張北部保健医療調整会議及び医療救護活動の体制検討を始

め、各種課題について検討の場を設ける必要があります。 

また、大規模災害時には、単独の市町による救助では十分な支援が行えない可能性があるため、

外部から応援を受ける受援体制の検討を進めるとともに、管内関係機関の連携強化を図る必要が

あります。 

○ ＳＣＵの運営協力に当圏域の災害拠点病院が参加しており、医師を始めとした職員が災害拠点

病院から派遣されることとなるため、継続的な医療提供体制が確保されるよう、災害拠点病院以

外の医療機関とも連携が図られる必要があります。 

 

≪今後の方策≫ 

○ 災害時における医療提供体制の課題等について検討する場を継続して設けるとともに、災害時

を想定した訓練を実施します。 

○ 大規模災害発生時には、迅速に対応できるよう初動体制の確立を図るとともに、被災者に対す

る医療、保健を長期にわたって提供できる医療体制の確立を図ります。 
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(8) 新興感染症発生・まん延時における医療対策 

≪現 状≫ 

○ 令和２(2020)年１月 16 日に国内で初めて感染が確認された新型コロナウイルス感染症（以下

「新型コロナ」という。）は、ウイルス変異を繰り返しながら、第１波から第８波まで感染が拡

大しました。 

○ ワクチン接種の推進や段階的に医療提供体制を整備してきましたが、流行のピーク時には、

医療機関の役割分担が明確でなかったこと、医療従事者の感染によるマンパワーの不足により、

医療体制がひっ迫しました。 

表 12-5-17 新型コロナ患者数の推移（人） 

年度 
春日井市、 

小牧市 

犬山市、江南市、岩倉市、

大口町、扶桑町 
尾張北部 愛知県 

令和２(2020)年度 1,557 781 2,338 26,782 

令和３(2021)年度 22,539 12,198 34,737 511,018 

令和４(2022)年度 98,280 60,266 158,546 1,520,286 

≪課 題≫ 

○ 新型コロナ発生時、感染症病床を有する第二種感染症指定医療機関である春日井市民病院だ

けでは入院患者へ対応できず、一般医療機関が通常医療を制限しながら病床を確保する必要が

生じました。 

○ 新型コロナ対応時には、帰国者・接触者外来を設置する医療機関以外に「診療・検査医療機

関」が発熱患者等の診療を担うこととなりましたが、感染症患者の治療のための感染対策等が

不十分である等の理由で、当初は対応する医療機関が十分ではありませんでした。 

○ 新型コロナ発生前までは、新興感染症の患者は入院医療が前提となっており、自宅療養者等

に対する医療の提供の仕組みがありませんでした。 

○ 新型コロナ対応時、入院医療機関のひっ迫を解消するため、入院患者の転院や後方支援施設

での受入れ体制が構築されましたが、多様な要因により必ずしも円滑に行われませんでした。 

○ 新型コロナ対応時、増大する入院患者の対応に医療人材を外部の医療機関から確保すること

が必要な場合がありましたが、派遣元の医療人材の感染などの理由により、支援が困難でした。 

○ 新型コロナ対応時、保健所は患者の疫学調査、健康観察のほか、入院、配食や宿泊療養の調

整などの業務も加わったため、感染拡大のたびに保健所業務がひっ迫しました。 

○ 新興感染症のうち新型インフルエンザについては、その発生に備え、医療体制の整備を推進

するとともに、県民等へ分かりやすい広報に努めていく必要があります。 

≪今後の方策≫ 

○ 医師会等の関係団体、医療機関、市町と協議を行い、新型コロナ対応で確保した医療提供体

制の最大値を目指して、感染症法に基づく医療措置協定（①病床の確保 ②発熱外来 ③自宅

療養者等に対する医療の提供 ④後方支援 ⑤人材派遣 ⑥個人防護具の備蓄）を締結（協定

締結医療機関）していきます。また、流行初期医療確保措置（発生の公表後６か月以内）を含

む協定を締結し、流行の初期からまん延期まで万全な医療提供体制の整備に努めていきます。 

表 12-5-18 確保病床数及び発熱外来を開設する医療機関数の目標値 

項 目 

令和 11（2029）年度末 

尾張北部 愛知県 

流行初期 

期間経過後 
流行初期 

流行初期 

期間経過後 
流行初期 

確保病床数 153 床 86 床 1,971 床 1,031 床 

うち重症者用病床数 14 床 9 床 230 床 126 床 

発熱外来を開設する医療機関数 211 施設 104 施設 2,502 施設 1,506 施設 

○ 平時のうちから健康危機に備えた準備を計画的に進めるため、健康危機対処計画を策定すると

ともに、実践型訓練等を通じ人材育成を行い、保健所体制の強化を図ります。 

○ 新型インフルエンザの発生に備え、適切な医療提供体制の整備等を進めるとともに、県民等へ

の正しい知識等の普及啓発に努めます。 
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(9) 周産期医療対策 

≪現 状≫ 

◯ 令和３(2021)年の出生数は5,040人、出生率（人口千対）は6.9(県7.4)、乳児死亡数は14人、

乳児死亡率（出生千対）は2.8(県1.9)、死産数は72人、死産率（出産千対）は14.1（県18.1）、

周産期死亡数は21人、周産期死亡率（出産千対）は4.2（県3.5）となっています。 

表12-5-19 周産期医療関係指標 

地域 

出生数 

(出生率(人口千対)） 

乳児死亡数 

(乳児死亡率（出生千対）) 

死産数 

(死産率(出産千対)) 

周産期死亡数 

(周産期死亡率(出産千対)) 

平成29年 

(2017年) 

令和３年 

(2021年) 

平成29年 

(2017年) 

令和３年 

(2021年) 

平成29年 

(2017年) 

令和３年 

(2021年) 

平成29年 

(2017年) 

令和３年 

(2021年) 

尾張 

北部 

5,936人 

（8.1） 

5,040人

（6.9） 

9人 

（1.5） 

14人 

（2.8） 

110人 

（18.2） 

72人 

（14.1） 

18人 

（3.0） 

21人 

（4.2） 

愛知

県 

62,436人 

（8.5） 

53,918人 

（7.4） 

98人 

（1.6） 

103人 

（1.9） 

1,172人 

（18.4） 

994人 

（18.1） 

199人 

（3.2） 

189人 

（3.5） 

全国 （7.6） （6.6） （1.9） （1.7） （21.1） （19.7） （3.5） （3.4） 

 資料：愛知県衛生年報、愛知県の人口動態統計（確定数）の概況（愛知県保健医療局） 

◯ 令和４（2022）年７月１日現在、分娩を扱う医療機関は３病院、10診療所となっています。大

口町、扶桑町においては、分娩を扱う施設はありません。 

◯ 地域周産期母子医療センターである小牧市民病院及び厚生連江南厚生病院は、よりリスクの高

い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等を行う総合周産期母子医療センターとの緊密な連

携を図っており、地域において妊娠、出産から新生児に至る高度専門的な医療を効果的に提供し

ています。 

◯ 当医療圏においては、分娩対応可能数と実施件数をみると、地域内で通常のお産を対応するこ

とは可能な状況となっています。 (表12-5-20) 

表 12-5-20 分娩対応可能数に対する分娩実施件数                      (単位：件) 

地域 出生数 

分娩実施件数 分娩対応可能数 

総 数 
病 院 地域完結率 

(%) 
総 数 

病 院 地域完結率 

(%) 診療所 診療所 

尾張北部 5,040 5,900 
1,162 

117.1 7,170 
1,480 

142.3 
4,738 5,690 

愛知県 53,918 54,376 
21,553 

100.8 66,650 
27,206 

123.6 
32,823 39,444 

資料：周産期医療に係る実態調査(令和４(2022)年７月調査) 

出生数：令和３(2021)年の出生数(子の住所地でカウント) 

分娩実施件数：令和３(2021)年度に分娩を行なった件数 

分娩対応可能数：令和４(2022)年度に分娩対応が可能な件数 

 

◯ 周産期医療に係る実態調査（令和４(2022)年７月）によると、ハイリスク母体搬送医療圏内完

結率は44.9％、ハイリスク新生児搬送完結率は28.0％となっています。 

◯ 各市町に設置された子育て世代包括支援センターでは、妊娠期から子育て期にわたる切れ目の

ない支援を行うとともに、医療機関と保健機関等との連携による支援が行われています。 

≪課 題≫ 

◯ 今後の周産期医療の需要を鑑み、圏域内外の医療機関連携により、現在の医療提供体制を維持

する必要があります。 

◯ 現在、子育て世代包括支援センターではきめ細やかな支援が行われていますが、令和６（2024）

年度以降、市町村に児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援を行うこども家庭センターの設置

が努力義務化されることを踏まえ、より一層、保健、医療、福祉関係機関等の緊密な連携による

支援体制整備を推進する必要があります。 

≪今後の方策≫ 

◯ 圏域内外の医療機関連携による医療提供体制の維持及び子育て支援及び虐待予防の観点を重

視した妊娠期・出産後早期からの支援の充実を図り、安心して子どもを産み育てられる環境の整

備を進めます。 
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(10) 小児医療対策 

≪現 状≫ 

○ 当医療圏の医療施設従事小児科医師数（15歳未満人口千対）は0.79人で、県平均0.98に比べ

ると少ないです。（表12-5-21）  

表12-5-21 小児科医師数 

地域 
小児科医師数 

（令和２年12月31日） 

15歳未満人口 

（令和２年10月１日） 

15歳未満千人 

対医師数 

尾張北部 76 95,661 0.79 

愛知県 963 980,388 0.98 

資料：令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省）及びあいちの人口 

 

○ 発熱などの比較的軽症な小児患者は、診療所（かかりつけ医）が対応しています。かかりつ

け医で対応困難な事例については、連携する病院へ紹介されるシステムが機能しており、厚生

連江南厚生病院には、高機能かつ総合的な小児医療を提供する「こども医療センター」が設置

されています。 

○ 小児救急医療については、第１次救急医療体制はかかりつけ医や休日急病診療所等が担い、

第１次救急で対応できない場合に備え、県医療療育総合センター中央病院、春日井市民病院、

厚生連江南厚生病院及び小牧市民病院が地域の小児基幹病院として指定されていますが、平日

深夜・休日夜間は休日急病診療所では対応できず、第２次救急病院である春日井市民病院、厚

生連江南厚生病院及び小牧市民病院の救急外来に患者が集中する傾向にあります。 

さらに、厚生連江南厚生病院では、平成20(2008)年６月から尾北小児科医会の協力を得て、

土曜・日曜・祝日に、「こども救急診察室」を設け、第１次救急診療を担う取組も実施してい

ます。 

○ 県医療療育総合センター中央病院は、心身の発達に重大な障害を及ぼす各種疾病の総合的な

診断・予防・治療及び重症心身障害児・者医療を提供し、障害のある方とその家族を支援する

専門医療機関としての役割を担っています。また、地域の障害者施設や医療機関で対応困難な

方々への医療を提供するとともに、在宅療養している方へのレスパイト入院等の受入れ体制を

強化して、障害のある方々が、身近な地域で安心して生活できるよう取り組んでいます。 

○ 県では、たんの吸引等の医療的ケアが日常的に必要な医療的ケア児等に対して、専門的な相

談対応を行うとともに、研修や情報発信、関係機関との連携構築等による地域支援を行う「医

療的ケア児支援センター」が設置され、尾張北部圏域は県医療療育総合センター中央病院内「あ

いち医療的ケア児支援センター」が他のセンターを支援する役割も併せて担っています。 

○ 保健所では、小児慢性特定疾病児童等の長期にわたり療養が必要な児の相談、ピアカウンセ

リングの実施、関係機関が連携して支援する体制確立のための連携会議等を開催しています。 

≪課 題≫ 

○ 15歳未満人口に比して小児科医師が少ないため、対応困難な事例が速やかに医療を受けられ

るよう、医療圏内外の医療機関間の機能分担と連携強化を進める必要があります。 

○ 小児救急電話相談（＃8000）について、地域住民への周知を更に図る必要があります。 

  また、救急医療情報システムのより効率的な活用及び適切な応急手当について、地域住民へ

の知識普及を図る必要があります。 

≪今後の方策≫ 

〇 身近な地域で診断から治療、また、子どものニーズに応じたサービスが提供できるよう、医

療機関間の機能分担と連携強化を図ります。 

また、愛知県医師確保計画にある相対的医師少数区域における小児科医師の確保方針に基づ

き、現在の小児救急医療を含む小児医療提供体制の維持に努めるとともに、地域の「かかりつ

け医」を推奨していきます。 

○ 厚生連江南厚生病院の小児救急医療体制の運用を始め、小児救急医療体制の一層の充実のた

め、病院と１次救急医療施設の連携推進を図ります。 

○ 小児救急電話相談について、引き続き地域住民へ周知を図るとともに、救急医療情報システ

ムのより効率的な活用及び適切な応急手当についても、地域住民への知識普及を図ります。 
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 (11) 在宅医療対策 

≪現 状≫ 

○ 在宅療養支援病院は３施設、在宅療養支援診療所は80施設あり、24時間の連絡や往診体制を整

えています。在宅療養支援歯科診療所は59施設あり、在宅療養を担う医療機関との連携により迅

速な訪問歯科診療体制を確保しています。また、訪問看護ステーションは91事業所あります。（令

和５(2023)年11月１日現在） 

○ 令和２(2020)年医療施設調査において、在宅患者訪問診療を算定した病院と一般診療所を合

算した施設数の比率は県より少なく、算定件数は県より多いです。１施設当たりの算定件数は

県より多く、実施施設に係る負担が大きい状況です。（表 12-5-22） 

表 12-5-22 医療保険等による往診・在宅患者訪問診療の実施状況（人口 10 万人当たり） 

区分 
病院 一般診療所 合計 

尾張北部 愛知県 尾張北部 愛知県 尾張北部 愛知県 

往診 
施設数 7(1.0)  71(0.9) 81(11.0) 1,039(13.8) 88(12.0) 1,110(14.7) 

実施件数 56(7.6)  1,349(17.9) 1,760(239.4) 11,823(156.8) 1,816(247.0) 13,172(174.6) 

在宅

患者

訪問

診療 

施設数 5(0.7)  101(1.3) 97(13.2) 1,138(15.1) 102(13.9) 1,239(16.4) 

実施件数 
509 

(69.2)  

13,376 

(177.3) 

18,150 

(2468.5) 

86,072 

(1141.2) 

18,659 

(2537.7) 

99,448 

(1318.5) 

実施件数 

／施設数 
102 132 187 76 182.9 80.3 

資料:令和２(2020)年医療施設調査 

注:施設数は令和２(2020)年10月１日時点・実施件数は同年９月中の算定件数 

○ 令和２(2020)年医療施設調査によると、訪問診療を実施する歯科診療所の施設数は県より若

干少ないですが、その実施件数は、「居宅」と「病院・診療所」で県の半分以下となっています。

（表 12-5-23） 

表 12-5-23 医療保険等による在宅医療サービス（歯科診療所）の実施状況（人口 10 万人当たり） 

区分 
訪問診療（居宅） 訪問診療（病院・診療所） 訪問診療（介護施設等） 訪問歯科衛生指導 

施設数 実施件数 施設数 実施件数 施設数 実施件数 施設数 実施件数 

尾張北部 
59 

(8.0) 

354 

(48.1) 

12 

(1.6) 

69 

(9.4) 

49 

 (6.7) 

2,372 

(322.6) 

16 

(2.2) 

545 

(74.1) 

愛知県 
695 

(9.2) 

8,146 

(108.0) 

145  

(1.9) 

1,829 

(24.2) 

573 

 (7.6) 

26,777 

(355.0) 

287 

(3.8) 

13,376 

(177.3) 

資料:令和２(2020)年医療施設調査 注:施設数は令和２(2020)年10月１日時点・実施件数は同年９月中の算定件数 

○ 医師の指示により薬剤師が在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局は330施設あり、残薬の管理

や調整、服薬に関する相談に対応し、関係機関と連携しています。（令和５(2023)年11月１日現

在） 

○ 自治体又は地区医師会により、在宅医療・介護連携に関するサポートセンターが設置されてい

ます。情報共有のため、ＩＣＴ（情報通信技術）による在宅医療連携システムが運用されていま

す。（令和５(2023)年11月１日現在） 

○ 地域包括支援センターは30施設あり、専門職が相談に対し助言を行い、必要なサービスをつな

ぐ役割を果たしています。（令和５(2023)年11月１日現在） 

≪課 題≫ 

○ 高齢化に伴い療養患者の増加が見込まれます。在宅患者訪問診療の実施施設に係る負担が大

きいため、医療資源の効率的活用や、在宅療養の受入れ体制を充実することが必要です。 

○ 在宅等で療養する患者に対し、歯科診療所からの在宅診療提供体制を整える必要があります。 

○ 誰もが住み慣れた地域で質の高い療養生活を送るために、医療・介護・福祉の関係機関や関係

多職種が連携して患者・家族をサポートする体制づくりを支援する必要があります。 
≪今後の方策≫ 

○ 病診連携及び診診連携を図り、医療資源の効率的活用を進めます。また、関係機関と連携し、

在宅療養の受入れ体制の充実を図ります。 

○ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管

理栄養士、介護支援専門員、介護福祉士等の関係多職種がチームとなって患者・家族をサポー

トする体制づくりを支援していきます。 


